
 

 

 

 

 

「医療費のお知らせ」及び「ジェネリック利用促進のご案内」 

の発行について 

当健康保険組合では、健康保険組合事業運営指針（厚生労働省保険局長通知）に基

づき、保険給付に要する費用の適正化を図る観点から、以下の取り組みを実施します。 

 

 ① 皆様の大切な保険料で支払われている医療費について、当該医療にかかった費用

全体の額をお知らせし、月別・医療機関別の受診状況をご確認いただくとともに、

医療費の実情をご理解いただき健康に対する認識を深めていただけるよう、「医療

費のお知らせ」を発行します。 

 ② また、皆様のお薬代の負担軽減が図られることや、健康保険財政の改善にもつな

がることを目的として「ジェネリック利用促進のご案内」（別添１～別添３）を発

行します。 

（※①②ともに 2月中旬から拠点あてに順次発送いたします。） 

 

 

 

 

 

照 会 先 日本年金機構健康保険組合   

「医療費のお知らせ」に関すること 

業務課 浅野・村山    TEL 03-5216-3223 

「ジェネリック利用促進のご案内」に関すること 

保健事業課 吉田・平田 TEL 03-5216-3222 

 

※お問い合わせは 12時～13時を除いた時間帯にお願いします。 

（12 時～13時は担当不在により回答できない場合があります。） 

添付資料 【別添１】ジェネリック利用促進のご案内 

【別添２】ジェネリック医薬品利用促進のご案内［見本］ 

【別添３】ジェネリック医薬品医薬品ポスター（厚労省） 

【別添４】｢Pep Up本人確認用コード｣照会票 

年金機構けんぽからのお知らせ  （第 630 号）8.1.16 

 



 

 

 

1．発行対象者 

 【医療費のお知らせ】 

令和 7 年 12 月現在、当健康保険組合の加入者(注)で、令和 7 年 1 月から令和 7 年 10

月の間に診療を受けた方を対象としています。 

 

 【ジェネリック利用促進のご案内】 

令和 7 年 11 月現在、当健康保険組合の加入者(注)で、令和 6 年 10 月から令和 7 年 9

月の調剤報酬明細書をもとにして、ジェネリック医薬品への切り替えにより、薬代が一

定額以上軽減される方を対象としています。 

  (注) 既に資格喪失している方は除きます。 

 

 

2．配付方法 

 【医療費のお知らせ及びジェネリック利用促進のご案内】 

加入者（被保険者、被扶養者）個人ごとに作成し、被保険者の所属拠点あてにまとめ

て送付します。各拠点の総務ご担当者様にはお手数をお掛けしますが、被保険者の方へ

配付いただきますようお願いいたします。 

なお、任意継続被保険者及びその被扶養者については、被保険者あてに送付します。 
   

    

3．その他 

・「医療費のお知らせ」及び「ジェネリック利用促進のご案内」は、再発行できませんの

で大切に保管してください。 

・「医療費のお知らせ」については、確定申告（医療費控除）の手続きにも利用すること

ができます。医療費が記載されていない場合は、医療機関発行の領収書が必要となりま

すのでご注意ください。 

・健康ポータルサイト Pep Up に登録されている方（被保険者）については、「医療費の

お知らせ」及び「ジェネリック通知」が閲覧できるようになっております。（「医療費

のお知らせ」は 1ヶ月ごと、「ジェネリック通知」は 3ヵ月ごとに更新されます。） 

Pep Up の初回登録案内（本人確認用コード）は、新規に資格を取得された方を対象

に、資格取得された月の翌月末までにお送りしています。 

紛失等によりお手元にない場合は、【別添４】本人確認用コード照会票を記入のうえ、 

健保組合 保健事業課宛てにお送りください。 

    ※一度 Pep Up に登録された方は、初期登録が完了しており本人確認用コードは使用済みとなっ

ています。ログインできない場合は、ご自身でパスワードの再設定等をお試しください。 

 



 

 

 

  

      

ジェネリック医薬品は、新薬（先発医薬品）と同じ有効成分（※ジェネリック医薬品と

新薬の成分は、有効成分以外の添加剤が異なる場合があります。）が使われており、治療学

的に同等であるものとして、厚生労働大臣の承認を受け、製造販売された医薬品のこと

であり、新薬に比べ安価となっています。 

ジェネリック医薬品の利用により、お薬代の負担軽減が図られるほか、健康保険財政

の改善にもつながります。 

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェネリック医薬品について 

マイナ保険証を利用することにより、確定申告時の医療費控除申請手続きが簡単にできます。 

マイナポータルと e-Taxを連携することで医療費通知情報の管理が可能となります。 

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。 



 

 

 

 

 

「医療費のお知らせ」の留意事項等 

  (１)留意事項等について 

   ① 記載されている医療費の総額等のうち、保険医療機関等受診分については、審査

機関より請求のありました診療報酬明細書（レセプト）の内容（決定点数）を基

に作成しています。 

   ② 精神にかかる治療で医療機関に受診した場合や、医療機関等からの請求が遅れて

いる場合等については記載されていません。 

   ③ 健康保険適用で受けた診療分を記載していますので、健康保険適用外の費用（入

院時の個室料や歯科の差額材料費など）や入院時の食事の費用は含まれていませ

ん。 
 

  (２) 記載内容について 

  

 

 
 

      
 医療機関名等 

    医科外来              

 

➊ 診療等を受けた方 受診者名（受診時点での氏名を記載） 

➋ 診療年月 診療等を受けた年月 

➌ 日数又は回数 その月に受診した日数（回数） 

➍ 診療区分 
医科外来、医科入院、歯科外来、歯科入院、調剤、柔整師会、鍼

灸、按摩等の区分 

➎ 医療費の総額 
当健康保険組合の健康保険適用で受けた医療費の総額 

（決定点数×10円） 

➏ 健保組合が支払った額 医療費の総額のうち健康保険組合が負担した額 

➐ 国等からの公費負担額 
国が定める法律に基づき、国等から助成を受けられた場合の額

（該当の場合のみ記載） 

➑ 自己負担額 

一部負担金相当額（1 円単位）を記載していますが、医療機関の

窓口等での負担額は 10 円単位となっておりますので、実際の支

払額と異なる場合があります。また、市区町村の助成を受けられ

た場合等も、実際の支払額と異なる場合があります。 

➒ 医療機関名等 
受診した医療機関名等を表示（柔道整復施術療養費の場合は、医

療機関名等の欄は空欄となります。） 

 

➊ 

日数  
又 は  
回数 

診 療 

年 月  
診療等を受けた方  診療区分 

医療費の総額 

(円) 

健保組合が 

支払った額(円) 

国等からの 

公費負担額(円) 
自己負担額 

(円) 

○○ ○○ 6 10 1 4 890 3 423 1 467 □□□病院 

➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ 

【医療費のお知らせイメージ】  

参考 


